
 

 

 

 

 

 

 

（仮称）西公園屋内遊び場整備事業に係る 

市民参画及び意見聴取業務委託 

事業者募集要項 
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１．委託業務名 

 （仮称）西公園屋内遊び場整備事業に係る市民参画及び意見聴取業務 

 

２．本要項の目的 

本要項は西公園屋内遊び場整備事業に係る市民参画及び意見聴取に係る業務を委託する事業者を、公

募型プロポーザル方式により選定するにあたり、必要となる事項を定めるものである。 

 

３．履行期間（契約期間） 

契約日から令和 9年 1月 31日まで 

 

４．業務内容 

本業務は、（仮称）西公園屋内遊び場の整備への市民やこどもの主体的な参画機会を確保するととも

に、多様な意見聴取を行うことを主たる業務とする。 

業務内容の詳細については、別紙 1「（仮称）西公園屋内遊び場整備事業に係る市民参画及び意見聴

取業務委託仕様書」（以下、仕様書という）のとおりとする。 

 

５．事業者選定・契約方法 

  公募型プロポーザル方式 

 

６．契約金額の上限 

  3,206,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 

７．参加資格 

  次の要件をすべて満たす者とする。なお、2者以上により共同事業体を構成する場合には、一の代表

構成員と一以上の構成員により構成されるものとし、次の（３）は 1 者以上の構成員、（３）以外はす

べての構成員が満たしていることを要件とする。 

 （１）本業務の目的を的確に遂行する足りる能力を有すること 

 （２）事業実施に当たり必要な人員体制が整っている又はその体制を整えられることが確実に見込まれ

ること。 

（３）仙台市内に本社（店）または支社（店）があること。 

（４）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項の規定による一般競争入札への

参加制限、又は仙台市「有資格業者に対する指名停止に関する要綱（昭和 60年 10月 29日市長

決裁）」第 2条第 1項の規定による指名の停止を受けていないこと。 

（５）仙台市入札契約暴力団等排除要綱（平成 20年 10月 31日市長決裁）別表各号に該当しないこと。 

（６）会社更生法に基づく更生手続き開始の申立て中又は更生手続き中、若しくは民事再生法（平成

11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の申立て中又は再生手続き中でないこと。 

（７）仙台市税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと（または、現在の主たる事業所所在市 

町村の市町村税を滞納していないこと）。 

（８）共同事業体にあっては、以下の全ての条件を満たしていること。 

ア 構成員が本案件における他の共同事業体の構成員として、又は単独により本プロポーザル 

に参加していないこと。 



2 

イ 構成員が代表構成員に発注者及び監督官庁等と折衝する行為等を委任していること。 

ウ 本プロポーザルの参加表明書の提出時より前に、共同事業体を成立させていること。 

エ 業務完了時まで、代表構成員の変更がないこと。 

オ 本プロポーザルの参加表明書の提出時から契約締結時までは、構成員の変更がないこと。 

 

８．スケジュール（予定） 

  4月 16日（木）     公募開始 

  4月 22日（水）15時 00分 質問の受付締切（4月 27日（月）17時 00分までに回答する） 

  5月 8日（金）15時 00分 参加表明書、提案書等の提出期限 

  5月 15日（金）まで  書面審査 

  5月 18日（月）まで     審査結果通知 

  5月中         契約締結 

 ※説明会は実施しない。 

 

９．公募に関する質問の受付及び回答 

 （１）質問受付  

  ア．受付期間 

令和 8年 4月 22日（水）15時 00分まで 

  イ．受付方法 

    質問票（様式 1）に、質問事項を記入のうえ、電子メール（kod006015@city.sendai.jp）で提出

すること。なお、提出する際の件名は下記の通りとすること。 

   ・【質問者名】（仮称）西公園屋内遊び場整備事業に係る市民参画及び意見聴取業務に関する質問 

（２）回答 

    質問受付後、市ホームページに令和 8年 4月 27日（月）17時 00分までに全質問の回答を掲示

する。 

 

１０．参加表明書、提案書等の提出 

 次のとおり参加表明書、提案書及びその他必要書類を提出すること。 

 （１）提出期限 

   令和 8年 5月 8日（金）15時 00分（必着） 

 （２）提出方法 

   必要事項を記載の上、電子メール（（kod006015@city.sendai.jp）にてデータを提出すること。提

出する際の件名は下記の通りとするほか、提出後、担当課宛てに提出した旨を電話し、受領の確認

を行うこと。 

・【提案者名】（仮称）西公園屋内遊び場整備事業に係る市民参画及び意見聴取業務プロポーザル参

加表明書 

 （３）提出書類 

   以下の書類を 1部提出すること。なお、提出時はファイル名に提案者名を含めること。また、ア（様

式 2）の添付書類、イ（様式 3）、キについては、共同事業体の構成員すべてが提出すること 

ア．参加表明書（様式 2）及び添付書類 

イ．暴力団排除に係る誓約書（様式 3） 

ウ．共同事業体結成に係る届出書（様式 4）※共同事業体の場合のみ必要 
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エ．企画提案書等提出書（様式 5） 

オ．提案書（任意様式）：正本１部、副本１部 

【作成方法】 

・提案書は、A4版・横(カラー可)・20ページ以下・任意様式とする。 

・正本にのみ事業者名を記載し、副本には提案者が特定できる名称、ロゴマーク等は使用しないこ

と。 

・下記「記載内容」に加え、表紙（提案者名（法人名）等を記載すること）、目次を作成すること。 

・図や写真、イラストを用い、簡潔で分かりやすい表現を行うこと。 

・作成にあたっては、別紙 2「評価基準票」を確認すること。 

【記載内容】 

   仕様書の内容を踏まえて、下記の項目について簡潔にとりまとめること 

   ①業務目的・コンセプト 

②業務の全体計画 

 ○業務実施のスケジュール 

 ○実施体制 

  ・本業務を遂行する人員体制（仕様書で定める各委託業務・スケジュールに対し、どのように 

履行する体制となっているかがわかるもの）、主任担当予定者（氏名、担当業務履歴）を記

載すること。 ） 

 ○類似業務受注実績 

  ・事業名称、概要及び実績等を一覧形式で記載すること 

③業務内容別の説明 

 ○業務、取組内容 

 ○意見聴取にあたって作成する資料案 

 ○広報・周知方法 

 〇意見のとりまとめ・分析方法 

④独自提案 

 ○本業務の効果的な実施に資する独自の工夫等 

⑤その他 

 ○再委託して実施する業務がある場合は、その予定業務と再委託先（予定）が分かるようにする

こと。特に、仙台市内に本店を有する事業者を再委託先として実施する業務がある場合は、必

ず記載すること。 

  カ．見積書（任意様式）：正本１部、副本１部  

・A4版・縦（カラー可）で任意様式とする。 

・業務内容項目ごとに経費の内訳を記載すること 

・消費税別額・消費税額・総額を記載すること 

・正本にのみ事業者名を記載し、副本には提案者が特定できるロゴマーク等は使用しないこと。 

キ．事業者概要が分かる資料（任意様式・会社案内等でも可）  

（４）提案が無効となる場合 

   次のいずれかに該当する提案は、無効とする。 

・応募資格要件を満たさない者または契約締結までの間に資格要件を満たさなくなった者による提案 

・提案書等の提出書類に虚偽の記載を行った者による提案 

・上記 6に示す契約金額の上限額を超える提案 
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・その他企画提案に関する条件に違反した提案 

 

（５）提案にあたっての留意点 

・提案に関して必要となる費用は、すべて提案者の負担とする。 

・提出書類以外に、審査に必要な書類の提出を求める場合がある。 

・提出された書類等は、提案者に無断で本プロポーザル業務以外に使用しない。 

・提出された書類等は、審査及び説明のため、写しを作成し使用することができるものとする。 

・提出された書類等は、提出期限までは自由に改変ができるものとする。ただし、改変しようとする

場合には、提出された書類を一旦持ち帰り、改めて改変された書類を提出すること。 

・提出期限を過ぎた後は、差替え及び再提出は不可とする。 

・提出書類等は返却せず、本市の責任において処分する。なお提出された書類は、原則として仙台市

情報公開条例に基づく開示請求の対象文書となる。 

 

１１．提案書の審査、受託候補者の特定 

 提出された提案書等を基に、審査委員会において書類審査を行い、以下の方法で受託候補者を特定す

る。 

・審査委員会では、提案書の内容を基に、別紙 2「評価基準票」に基づき、4名の委員がそれぞれ 100

点満点で評価する。 

・審査委員 4名の合計得点が最も高い提案をした事業者を本業務の委託候補者として特定する。審査

委員の合計得点が同じ者が複数いる場合、別紙 2「評価基準票」に定める優先項目の合計得点が高

い者を上位とする。なお、審査委員 4名の合計得点が満点の 6割（240点）未満の場合は、委託候

補者として特定しない。 

 

１２．結果通知 

  ・令和 8年 5月 18日（月）まで（予定）に全提案者あてに電子メールにて通知する。 

  ・受託候補者として特定されなかった者に対しては、特定しなかった旨及びその理由を書面により通

知する。上記の通知を受けた者は、通知した日から７日以内に非特定理由についての説明を求める

ことができる。 

・非特定理由についての説明は、上記の求めの日の翌日から起算して 10 日以内（休日を除く）に書

面で回答する。 

 

１３．契約方法 

・受託候補者と協議の上、仙台市契約規則に定める随意契約を締結する。なお、その者との契約が成

立しない場合には、次点の者と協議を行う。 

・本業務の実施にあたっては、提出された提案書の内容をそのまま実施することをあらかじめ約束す

るものではなく、業務内容の詳細について提案者と別途協議の上、提案の内容を一部変更して契約

することがある。 

・本業務の契約は、本市の指示により業務内容の変更等が生じ、履行期間もしくは業務委託料の変更

が必要となった場合に限り、変更することができるものとする。 

 

１４．その他 

・本業務の受注者は、受注者が行う業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせることはでき
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ない。ただし、業務を効率的かつ最大限有効に行う上で必要と思われる場合には、市と協議の上、

業務の一部を委託することができる。 

・本業務に実施にあたっては、各種労働関係法令、著作権法、その他各種法令を遵守すること。 

 

１５．問い合わせ及び提出先 

 仙台市こども若者局子育て応援都市推進課 

 住所：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉 1丁目 5番 12号（仙台市役所上杉分庁舎 9階） 

 TEL：022-214-2129 FAX：022-214-8784 

 E-mail:kod006015@city.sendai.jp 


